
社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会  

役員等の報酬及び費用弁償規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会（以下「本会」という。）

の常勤役員の報酬等及び旅費並びにその他の役員等の費用弁償等に関して必要な

事項を定めるものとする。 

 

（役員等の定義） 

第２条 役員の内、常勤の理事を常務理事（以下「常務理事」という。）という。 

２ 非常勤役員等とは次の各号に掲げる者とする。 

（１）本会定款第１８条に規定する理事の内、非常勤の理事及び監事  

（２）本会定款第６条に規定する評議員 

 

（報酬及び勤務時間帯） 

第３条 常務理事に対し報酬を支給し、報酬額及び勤務時間は、次のとおりとする。 

 報酬額 勤務時間 

常務理事 月額２１５，２００円  社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会職員就

業規則（平成１０年４月１日）の例による。 

 

２ 常務理事の期末手当は、毎年６月、１２月の年２回支給するものとし、支給額は、

報酬の月額を基礎とし、支給割合は、それぞれ１００分の１１７．５を乗じて得た

額とする。 

３ 常務理事の通勤手当は、社会福祉法人斑鳩町社会福祉協議会職員給与規程（昭和

６３年４月１日）の例により支給する。 

４ 監事に対し報酬を支給し、報酬額は、日額５，０００円とする。 

５ 常務理事及び監事に支給する各年度の報酬等の総額は、常務理事は３，５００，

０００円以内、監事は１人当たり７５，０００円以内を範囲とする。 

 

（重複給与の禁止等） 

第４条 常務理事が他の職員の職を兼ねる場合には、他の職員の職に対する給与は支

給しない。 

２ 他の公務の職にある者が、常務理事の職に就いた場合には、前条に規定する報酬

及び勤務時間等は適用しない。 

 

 



（旅費） 

第５条 常務理事の旅費は、斑鳩町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関す

る条例（昭和３２年３月２０日条例第３号）の例により支給する。 

 

 （費用弁償の種類） 

第６条 この規程で規定する費用弁償は、当該業務遂行のため要した鉄道賃、船賃、

航空賃、車賃、日当び宿泊費とする。 

 

（費用弁償） 

第７条 非常勤役員等に対する費用弁償の額は、斑鳩町特別職の職員で非常勤の者の

報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年３月２０日条例第２号）の規定に準じ

て算定した額とする。 

 

（報酬等及び旅費並びに費用弁償の支給日） 

第８条 報酬等及び旅費並びに費用弁償の支給については、社会福祉法人斑鳩町社会

福祉協議会職員給与規程（昭和６３年４月１日）の例による。 

 

（適用除外） 

第９条 公務員として本会非常勤役員等の職にある者には、費用弁償を支給しない。 

 

  付 則 

 この規程は、平成２９年６月１５日から施行する。 

  付 則 

 この規程は、令和元年７月１日から施行する。 

  付 則 

 この規程は、令和２年１０月２７日から施行する。 

付 則 

 この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

  付 則 

 この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

 


